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内
定
に
終
つ
た
猿
投
神
社
の
国
幣
社
昇
格

　

太

田

正

弘

　

猿さ

投な
げ

神
社
は
西
三
河
、
現
在
の
愛
知
県
豊
田
市
に
鎮
座
す
る
。

『
文
徳
・
三
代
実
録
』
に
叙
位
の
こ
と
が
見
え
、
最
高
位
は
従

四
位
下
で
あ
る
が
、
鎌
倉
末
期
の
神
号
額
（
嘉
元
二
年
銘
）
に
は
、

「
正
一
位
」
と
あ
る
。
又
、
延
喜
の
制
に
は
国
幣
小
社
に
列
せ
ら

れ
、
古
代
・
中
世
に
は
既
に
西
三
河
第
一
の
大
社
で
あ
つ
た
。
織

豊
時
代
の
安
堵
を
徳
川
氏
も
承
け
て
、
七
百
七
十
六
石
餘
を
領
し

た
の
で
、
江
戸
時
代
に
も
引
続
き
「
朱
印
地
領
主
」
と
し
て
威
勢

を
誇
つ
た
。

　

そ
し
て
、
明
治
五
年
、
県
社
に
列
せ
ら
れ
、
国
幣
社
昇
格
の
企

て
が
な
さ
れ
た
が
果
さ
ず
、
以
下
に
述
べ
る
如
く
、
終
戦
後
、
遂

に
昇
格
内
定
ま
で
行
つ
た
の
で
あ
る
が
、
所
謂
、
神
道
指
令
に
よ

る
神
祇
院
の
解
体
、
国
家
に
よ
る
神
社
管
理
が
な
く
な
つ
た
こ
と

に
よ
り
、
実
現
し
な
か
つ
た
。

　
　
　
　

○

　

明
治
五
年
に
額
田
県
の
県
社
に
定
め
ら
れ
、
愛
知
県
に
な
つ
て

も
同
じ
く
県
社
で
あ
つ
た
猿
投
神
社
は
、
国
幣
社
昇
格
の
動
き
が

起
り
、
明
治
卅
年
に
昇
格
願
書
を
提
出
し
た（『
猿
投
神
社
誌
』
年

表
）
が
果
さ
ず
、
昭
和
十
年
頃
よ
り
再
び
昇
格
熱
が
昂
揚
し
、
生
し
や
う

田だ

小
平
治
・
若
山
善
三
郎
・
太
田
亮
氏
な
ど
の
研
究
が
あ
り
（
同

上
、
跋
）、
昭
和
十
八
年
二
月
十
五
日
附
で
「
昇
格
願
」（『
猿
投
神

社
近
世
史
料
』
七
三
頁
所
収
）
を
村
役
場
（
西
加
茂
郡
猿
投
村
）
へ
提
出
、

同
日
受
附
、
同
月
廿
三
日
愛
知
県
受
附
、
内
務
省
（
神
祇
院
）
に

廻
附
さ
れ
た
。
そ
の
後
の
状
況
は
、『
猿
投
神
社
誌
』
の
序
に
、

次
の
如
く
記
さ
れ
て
ゐ
る
。

当
時
の
神
祇
院
は
戦
時
中
で
国
民
思
想
昂
揚
の
為
め
、
官
国

幣
社
昇
格
に
対
し
て
も
、
或
程
度
ま
で
考
慮
す
る
機
運
に
際

随

想
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会
し
て
ゐ
た
の
で
、
本
問
題
を
も
一
応
採
り
あ
げ
る
方
針
と

な
つ
た
が
、
豫
め
そ
の
内
容
を
検
討
す
べ
く
、
時
の
考
証
課

長
阪
本
広
太
郎
氏
は
前
考
証
課
長
宮
地
直
一
氏
と
相
談
の
結

果
、
県
提
出
書
類
の
写
を
内
見
し
た
。
そ
の
結
果
、
宮
地
博

士
の
発
議
で
由
緒
調
査
の
根
本
的
書
替
へ
を
必
要
と
し
、
昇

格
の
前
提
と
し
て
先
づ
神
社
誌
の
編
纂
を
行
ふ
べ
く
提
唱
さ

れ
た
の
で
あ
る
。（
中
略
）
愈
々
具
体
的
に
之
が
起
草
を
行

ふ
べ
き
段
取
り
と
な
つ
た
の
で
あ
る
。
然
る
に
同

（
昭
和
二
十
年
）
年
八
月
の

終
戦
は
、
有
史
以
来
未
曾
有
の
大
変
革
を
出
現
し
、
社
会
上

の
動
揺
甚
し
く
、
人
心
不
安
定
に
加
へ
て
物
資
の
缺
乏
、
そ

の
他
、
思
は
ざ
る
支
障
続
出
の
為
め
止
む
な
く
延
期
の
ま
ま

同
年
も
終
つ
た
の
で
あ
る
。

翌
廿
一
年
に
入
る
と
、
神
社
に
対
す
る
米
軍
側
か
ら
の
処
置

が
次
第
に
緊
迫
を
告
げ
て
来
る
と
共
に
、
神
祇
院
の
存
続
も

亦
時
日
の
問
題
と
な
つ
た
の
で
、
こ
の
際
出
来
得
る
限
り
昇

格
願
書
を
処
理
す
べ
き
方
針
と
な
り
、
本
社
に
対
し
て
も
急

遽
そ
の
草
案
を
練
り
、
別
項
の
様
な
国
幣
小
社
昇
格
の
議
案

を
作
製
し
た
の
で
あ
る
。
然
し
時
既
に
遅
か
つ
た
。
議
案
を

神
社
調
査
会
に
か
け
る
べ
く
用
意
し
た
時
に
は
、
神
祇
院
解

体
、
一
切
の
機
能
停
止
と
い
ふ
悲
運
が
目
前
に
立
ち
塞
つ
た

の
で
あ
る
。

　

右
の
前
半
に
云
ふ
如
く
、
猿
投
神
社
よ
り
提
出
さ
れ
た
「
昇
格

願
」
を
見
た
、
時
の
神
祇
院
考
証
課
長
阪
本
広
太
郎
氏
は
、
前
考

証
課
長
宮
地
直
一
氏
と
相
談
し
た
所
、
宮
地
氏
は
昇
格
の
前
提
と

し
て
神
社
誌
の
編
纂
を
提
案
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
尚
、
こ
の
様
な

こ
と
は
宮
地
氏
の
手
法
で
、
当
時
、
各
社
の
神
社
誌
が
作
ら
れ
、

昇
格
し
た
。
勿
論
、
神
社
誌
を
作
れ
ば
昇
格
す
る
と
云
ふ
こ
と
で

は
な
く
、
昇
格
可
能
な
所
に
神
社
誌
を
作
ら
せ
た
上
で
、
昇
格
さ

せ
る
、
と
云
ふ
手
法
で
あ
る（
西
田
長
男
氏
談
）。

　

そ
こ
で
、「
猿
投
神
社
誌
」
の
編
纂
主
任
に
任
命
さ
れ
た
の
が
、

当
時
、
考
証
官
補
で
あ
つ
た
大
場
磐
雄
氏
で
あ
つ
た
。
宮
地
氏
は

時
に
は
大
場
氏
を
帯
同
、
又
、
大
場
氏
が
現
地
調
査
を
行
ひ
、

愈
々
「
神
社
誌
」
起
草
の
段
階
に
至
つ
た
時
、
大
東
亜
戦
争
の
終

結
と
云
ふ
未
曾
有
の
こ
と
が
起
き
た
の
で
あ
る
。
敗
戦
と
云
ふ
こ

と
が
あ
つ
て
も
、
神
社
制
度
に
変
更
が
な
け
れ
ば
問
題
は
な
い
が
、

所
謂
「
神
道
指
令
」
に
明
ら
か
な
如
く
、
聯
合
国
軍
最
高
司
令
官

総
司
令
部
（
以
下
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
）
は
、「
国
家
神
道
」
の
解
体
を
目
指

し
て
ゐ
た
。

　

そ
の
た
め
、
猿
投
神
社
に
つ
い
て
も
（
と
云
ふ
こ
と
は
他
に
も
同

様
の
事
例
が
あ
つ
た
か
も
知
れ
な
い
）、
急
遽
、
昇
格
願
書
を
提
出
さ

せ
た
の
で
あ
ら
う
。
即
ち
次
頁
に
図
版
で
掲
出
し
た
如
く
、
愛
知

県
知
事
福
本
柳
一
名
で
内
務
大
臣
堀
切
善
次
郎
に
宛
て
た
「
神
社

列
格
ニ
関
ス
ル
件
具
申
」（『
猿
投
神
社
近
世
史
料
』
七
七
頁
所
収
）
は
、

そ
こ
に
押
さ
れ
た
楕
円
形
の
赤
ス
タ
ム
プ
印
に
〔
上
段
、
読
め
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ず
〕・〔
中
段
「20

愛
50

」
の
受
附
番
号
〕・〔
下
段
「20 12 3

」

の
受
附
日
〕
と
あ
る
如
く
、
十
二
月
三
日
に
、
内
務
省
に
収
受
さ

れ
て
ゐ
る
。

　

尚
、
こ
の
「
具
申
書
」（
昇
格
願
書
）
は
、
片
面
罫
紙
三
葉
の
簡

単
な
も
の
で
、
時
局
を
反
映
し
て
粗
末
な
Ｂ
5
判
の
ざ
ら
紙
（
藁

半
紙
）
の
朱
枠
罫
紙
に
、
多
分
、
黒
イ
ン
キ
を
薄
め
た
、
一
見
青

イ
ン
キ
に
見
え
る
イ
ン
キ
で
書
か
れ
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
県
か
ら
内

務
省
（
神
祇
院
）
に
宛
て
ら
れ
た
原
本
で
あ
る
か
ら
、
当
然
、
神

祇
院
に
あ
る
べ
き
公
文
書
で
あ
る
が
、
神
祇
院
の
廃
止
に
伴
つ
て

廃
棄
さ
れ
る
べ
き
も
の
を
大
場
氏
が
持
出
さ
れ
た
の
で
あ
ら
う
。

後
日
（
昭
和
四
十
年
頃
）、
私
が
直
接
、
頂
い
た
も
の
で
あ
る
。

　

Ｇ
Ｈ
Ｑ
よ
り
「
国
家
神
道
・
神
社
神
道
ニ
対
ス
ル
政
府
ノ
保

護
・
支
援
・
保
全
・
監
督
、
並
ニ
弘
布
ノ
廃
止
ニ
関
ス
ル
件
」

（
所
謂
「
神
道
指
令
」）
が
出
さ
れ
た
の
は
、
昭
和
二
十
年
十
二
月
十

五
日
で
あ
る
か
ら
、
神
祇
院
で
は
「
急
遽
そ
の
草
案
を
練
」
つ
て

神
社
調
査
会
に
諮
る
べ
く
準
備
し
た
の
は
、
既
に
「
国
家
神
道
」

が
否
定
さ
れ
、
神
社
に
対
す
る
国
家
の
関
与
が
、
い
づ
れ
廃
止
さ

れ
る
こ
と
が
豫
想
さ
れ
た
か
ら
の
こ
と
で
、
あ
つ
た
の
で
あ
ら
う
。

　

な
ら
ば
逆
に
、「
急
遽
」
昇
格
さ
せ
な
く
て
も
放
置
す
れ
ば
自

然
消
滅
に
な
つ
た
で
あ
ら
う
に
、
そ
れ
を
急
ぎ
執
行
し
や
う
と
し

た
の
は
、
当
事
者
の
一
種
の
使
命
感
で
あ
つ
た
の
で
あ
ら
う
。
と

も
か
く
、
こ
の
様
に
取
運
ば
れ
た
こ
と
は
、
昇
格
は
決
定
的
な
こ

と
で
、
あ
と
は
形
式
的
に
「
神
社
調
査
会
」
の
承
認
を
得
る
だ
け

で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。

　

右
の
如
く
、
昭
和
二
十
年
十
二
月
三
日
に
内
務
省
（
神
祇
院
）

に
受
領
さ
れ
た
猿
投
神
社
の
「
昇
格
願
」
は
、
事
務
手
続
を
経
て
、

「
県
社
猿
投
神
社
国
幣
小
社
ニ
昇
格
ノ
件
」（『
猿
投
神
社
誌
』・『
猿

投
神
社
近
世
史
料
』
七
八
頁
所
収
）
を
附
し
、「
神
社
調
査
会
」
に
諮

る
べ
く
準
備
が
進
め
ら
れ
て
ゐ
た
が
、
翌
二
十
一
年
一
月
三
十
一

日
、
神
祇
院
官
制
廃
止
が
公
布
さ
れ
、
翌
二
月
一
日
施
行
さ
れ
て
、

明
治
以
降
八
十
年
近
く
の
神
社
に
関
す
る
国
家
の
管
理
が
終
つ
た
。

　

即
ち
、
猿
投
神
社
の
国
幣
小
社
昇
格
と
云
ふ
事
は
、
事
実
上
決

定
さ
れ
乍
ら
、
手
続
上
、
決
定
に
は
至
ら
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
様
に
、
猿
投
神
社
に
あ
つ
て
は
、
明
治
末
以
来
の
約
五
十
年

の
悲
願
で
あ
つ
た
国
幣
小
社
昇
格
と
云
ふ
こ
と
は
、
内
定
ま
で
行

き
乍
ら
、
神
祇
院
の
廃
止
と
云
ふ
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
方
針
に
よ
つ
て
、

夢
幻
と
消
え
た
の
で
あ
る
。
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が
、
国
に
よ
る
社
格
制
度
が
な
く
な
つ
た
今
、
官
国
幣
社
で
あ

つ
た
各
社
は
、
現
在
、
元
官
（
国
）
幣
大
（
中
小
）
社
で
あ
る
か
ら
、

猿
投
神
社
も
、
国
幣
小
社
と
な
る
べ
き
筈
で
あ
つ
た

―
元
国
幣

小
社
と
同
等
で
あ
る
、
と
云
つ
て
も
い
い
の
で
は
な
か
ら
う
か
。

　
　
　
　

○

　

明
治
以
降
の
社
格
制
度
に
よ
り
、
無
格
社
・
村
社
・
郷
社
・
県

社
に
指
定
さ
れ
た
神
社
の
多
く
は
、
上
へ
昇
格
し
た
い
と
の
願
ひ

を
持
つ
て
ゐ
た
。
又
、
既
に
官
国
幣
社
に
な
つ
て
ゐ
れ
ば
、
小
社

は
中
社
に
、
中
社
は
大
社
へ
の
昇
格
を
願
ひ
、
宮
司
在
任
中
の
第

一
の
勤
め
は
、
昇
格
で
あ
つ
た
、
と
思
へ
る
様
な
資
料
に
接
し
た

こ
と
が
あ
る
。
即
ち
、
官
国
幣
社
も
県
社
以
下
も
、
社
格
制
度
の

中
で
は
大
旨
、
上
昇
志
向
が
あ
つ
た
。

　

し
か
し
、
こ
こ
で
、
素
朴
な
疑
問
が
起
る
。
右
の
う
ち
、
郷
社

以
下
の
昇
格
と
違
ひ
、
県
社
が
官
国
幣
社
に
昇
格
し
た
場
合
、
そ

れ
迄
の
県
社
以
下
の
神
職
資
格
（
司
業
）
と
、
官
国
幣
社
宮
司
の

資
格
（
学
正
）
は
違
つ
た
、
と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
。
県
社
以
下
の

神
職
は
世
襲
（
社
家
）
が
多
か
つ
た
で
あ
ら
う
が
、
県
社
か
ら
官

国
幣
社
に
昇
格
し
た
場
合
、
前
述
の
如
く
、
そ
の
人
が
資
格
を
持

た
な
け
れ
ば
、
当
然
、
官
国
幣
社
の
宮
司
に
は
な
れ
な
い
し
、
も

し
資
格
を
も
つ
て
ゐ
て
、
宮
司
に
な
れ
た
と
し
て
も
、
官
国
幣
社

の
管
理
は
国
に
移
り
、
宮
司
は
官
吏
同
様
、
国
の
任
命
に
依
つ
て

全
国
の
官
国
幣
社
を
転
々
と
廻
る
こ
と
と
な
る
。

　

即
ち
、
旧
来
の
社
家
で
守
つ
て
き
た
県
社
を
官
国
幣
社
に
昇
格

さ
せ
た
い
、
と
云
ふ
願
ひ
は
良
し
と
し
て
、
幸
ひ
官
国
幣
社
に
昇

格
し
た
場
合
、
自
分
（
在
来
の
社
家
）
が
、
そ
の
宮
司
に
な
れ
な
い
、

と
云
ふ
こ
と
を
思
つ
て
ゐ
た
（
或
い
は
思
つ
た
上
で
の
願
ひ
）
の
で

あ
ら
う
か
、
と
思
ふ
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
前
述
の
様
に
万
一
、

資
格
を
持
つ
て
ゐ
た
と
し
て
も
、
い
つ
ま
で
も
そ
こ
に
留
る
こ
と

は
出
来
ず
、
結
局
、
外
来
宮
司
が
何
年
か
ご
と
に
任
命
さ
れ
て
く

る
こ
と
に
な
る
。
或
い
は
在
来
の
社
家
の
多
く
は
宮
司
の
資
格
を

持
た
な
か
つ
た
で
あ
ら
う
か
ら
、
そ
の
下
の
禰
宜
・
権
禰
宜
に
甘

ん
ず
る
覚
悟
で
昇
格
運
動
を
し
た
の
で
あ
ら
う
か
、
と
云
ふ
こ
と

で
あ
る
。
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